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○
国
土
交
通
省
告
示
七
百
七
号

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第

一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
津
波
浸
水
想
定
を
設
定
す
る
際
に
想
定
し
た
津
波
に
対
し
て
安
全
な
構
造
方
法

等
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

羽
田
雄
一
郎

前
文
中
「
第
三
十
一
条
第
一
号
及
び
第
二
号
」
の
下
に
「
並
び
に
第
五
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
」
を
加
え
る
。

第
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三

施
行
規
則
第
五
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
津
波
の
作
用
に
対
し
て
安
全
な
構
造
方
法
は
、
第
一
第
一
号
及
び

第
二
号
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
第
一
号
中
「
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
（
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）

」
と
あ
る
の
は
「
特
定
建
築
行
為
に
係
る
建
築
物
」
と
、
第
一
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
建
築
物
等
」
と
あ
る
の
は

「
特
定
建
築
行
為
に
係
る
建
築
物
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）
に
該
当
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
特
別
な
調
査
又
は
研
究
の
成
果
に
基
づ
き
津
波
の
作
用
に
対
し
て
安
全
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
四

施
行
規
則
第
五
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
地
震
に
対
す
る
安
全
上
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築
基
準

法
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
に
準
ず
る
基
準
は
、
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。


